
４ 急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）

（１）定義

   ウイルスなどの種々の病原体の感染により弛緩性の運動麻痺症状を呈する感染症である。

（２）臨床的特徴

   多くは何らかの先行感染を伴い、手足や呼吸筋などに筋緊張の低下、筋力低下、深部腱反射

の減弱ないし消失、筋萎縮などの急性の弛緩性の運動麻痺症状を呈する。発症機序が同一では

ないが、同様の症状を呈するポリオ様麻痺、急性弛緩性脊髄炎、急性脳脊髄炎、急性脊髄炎、

ギラン・バレー症候群、急性横断性脊髄炎、Hopkins症候群等もここには含まれる。

 （３）届出基準

ア 患者（確定例）

    医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から急性弛緩性麻痺

が疑われ、かつ、（４）届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第１２条第１項

の規定による届出を７日以内に行わなければならない。

イ 感染症死亡者の死体

    医師は、（２）の臨床的特徴を有する者の死体を検案した結果、症状や所見から、急性弛

緩性麻痺が疑われ、かつ、（４）の届出のために必要な要件を満たすと判断した場合には、

法第１２条第１項の規定による届出を７日以内に行わなければならない。

 （４）届出に必要な要件（３つすべてを満たすもの）

ア １５歳未満

イ 急性の弛緩性の運動麻痺症状を伴って死亡した者、又は当該症状が２４時間以上消失し

なかった者

ウ 明らかに感染性でない血管障害、腫瘍、外傷、代謝障害などでないこと、及び痙性麻痺

でないこと


